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こめま じ

わが国では、近年国際的地位の向上と役割の増大に伴って、醜

経済など社会全捜にわたって本格的な国廟 ヒカ進 展 しつつあります。

尼崎市は、これまでか ら姉舜都市 友好都市を中心 とした青少

年や経済 技術交流 をはじめ、人権意識の高揚、在 日外国人理解 と

交流、国際感覚の瀬養などの施策に積極的に取 り紙んできました。

また、尼崎市総合基本計画では21世紀の尼崎市の都市像を、穏ま々

な目的を持った人が本市に集い交流 し、地域や国境 を越えて互いに

尊重 し合 う社会を形成 し、自分たちの生 きてきた世界 と異なる文化

や習慣に接 し、人々の交流の中か ら自由な創造活動が生まれるよう

な国際化社会を想定 しています。

こうした国際化の進展の中で、本市を訪間する外国人が快通に

過ごし、在住する外国人が多 いして住むことができるまちづ くりが

求められています。とりわけ歴史的経緯から本市に多 く在住する在

日盛国 ‐朝鮮人の方々をはじめとする在住外国人はこれからも共に

地域社会を形成 していく住民であるとの視点に立ち、足元からの国

際化を進めることが大切です。

このような本市の国際化に対応するため、その方向を明らかにし、

総合的に施策を推進するための指針 として、平成 6 年 6 月に尼崎市

国際化基本方針を策定し、検 々な施策を展開しているところです。

この小冊子は、異なる文化や習慣をお互いに認め合い、一人ひ

とりの人権が尊重される共生社会をつ くっていくため、市民の皆さ

んに考えていただこうと尼崎市国際化基本方針を基に取 りまとめた

ものです。



在住外国人は

3

尼崎市内には平成10年 3 月末現在、約 1万3 500人の外国人力`在住しています。世

帯数では、約5 800世帯です。尼崎市の人 |力訴匂48万人ですから、在住外国人がその

2 物 を占めています。llX 人に2 し 、ヽ36人に 1人力近 住外国人ということになります。

1玉i籍別にみてみますと、韓国 朝鮮が11 332人で最も多 く、次いで中国832人、ブ

ラジル607人、ヴェトナム177人、フィリピン164人の順になっています。登録者の回

籍は、50 カ国 (無同籍を除く) にもなります。

日本全国では、引二成 9 年12月末現在外国人登録者数は約148万2 700人で、わ力`国の

総人口の1 18% を占めていることになります。国籍,1では韓国 朝tl力約 64万5 300人

で最も多く、次いで中国、プラジル、フィリピン、米国 ベルーの順になっています。

兵庁県では、外国人登録者数は約 9 万3 300人で、区i籍"けではやはり義国 朝鮮が約

6 万7,300人で最も多く、次いで中国、ブラジル、ヴェトナム、米H 、フイリピンの順

になっています。

尼哺市内のこのような国籍別の登録者の傾向は、平成 4 年頃から続いています。ヴ

ェ トナムの人々については 昭和56年にわが国が 「難式の地位に関する条約J を締結

して以降、姫路市に雑民の定住のための支援等を行う4Em 定れ1/F進センターカ`あった

ことからE  HI市内に在住する人力増 えてきたと言われています。ブラジルの人々につ

いては、平成 2 年に 「llt入国管理及び雑民認定法J が改正され 日系タト国人が日本で

lljくことのできる在科資格が得やす くなったことから、急激に増加 していることが分

かります。

大きく分けてアジア系、高米ネ、欧米ネ と様々な国結の人々力市 内に在■していま

すが、FL 倒的に多数を占めているのは、韓H  朝鮮籍の人々です。

それでは何故、わがFいこ、兵庁県内に、そして別 す市内に韓庫1 朝鮮絡の人々がこ

のように多数在住しているのでしょうか。 lH にわが国と地理的に最も近いというのが

理由なのでしょうか。足元からの国際化を 一層促進していただくため、今一度魅虻19

な経緯などを振 り返ってみることにしましょう。

■尼崎市の人口と外国人登録者数の推移

年  次 人  口

数
人
害

画
無

外
菫

上ヒ 率

昭和 6 1年 5 0 9 4 0 5 人 ] 3 8 2 2 人 2 7 %

２６ 5 0 7 7 5 3 1 3 7 4 7 2 7 %

３６ 5 0 4 8 7 9 1 3 6 5 6 2 7 %

平成 元 年 5 0 2 7 2 7 1 3 5 6 2 2 7 %

2 5 0 0 8 4 8 1 3 6 2 9 2 7 %

3 4 9 9 0 6 8 1 3 7 4 4 2 0 %

4 4 9 7 9 3 0 14 ] 1 9 2 8 %

5 4 9 7 2 3 3 14 i 5 1 2 8 %

6 4 9 5 8 9 4 14 0 9 1 2 8 %

7 4 9 2 7 9 3 1 3 9 3 4 2 3 %

8 4 8 7 6 6 5 1 3 7 3 8 2 3 %

9 4 8 4 7 2 4 1 3 7 3 5 2 8 %

1 0 4 8 0 0 3 2 ] 3 5 3 5 2 3 %

※ 人口よ各年 1月末現在 外国人数は言年 3 月末現在。 氷 平成]0 年 3 月末現在。登録者数が5 人未満の国名は記朝
していません。

口  窺 人  数 園  病 A  数

車国 朝鮮 1 1 3 3 2 人 インドネシア ５

国中 8 3 2 イン ド 1 0

ブラジル ７０８ = ュージーランド 1 0

ジェトナム ] 7 7 イタリア 9

フィリピン ] 6 4 メキシヨ 8

国米 ６７ フランス 7

ベルー
7 ] イラン 6

タ イ 3 3 マ レイシア 6

ボリヴィア ３ ドイツ 5

国英 ８２ スイス 5

カナダ ３２ その他 ３６

オーストラリア 1 7 合    計 1 3 5 3 5 人



13,5 0 0人

■韓国 朝鮮籍登録者数の推移

0       10  1 1  12  13   〕4  15 (千人)

■宮年3 月末現在
r _t 外国人登録吉数
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尼崎市国際化基本方針は平成 6年 6月に策定しました。
これは 在仁外国人を含む16人の委員で構成された尼崎
市国際化想話会 (会長= 関西大学法学部竹本正幸教授)
が平成 6年 3 月に 本市の国際化を進めるに当たり基本
となる指針について提言したのを受け 策定したものです。

国際化に取り組む視点としては O 産業に視点を当て
た取り組みと広域的な取り組み 0 アジアに視点を置い
た取り組み 0 在住外国人に視点を置いた取り組みをあ

関西大学 法学部教授

竹 本 正 幸 さ ん

「こころ」を開くことから
「国際化J や 「開かれた社会J という言楽が開かれるよ

うになってから すでに久しくなりますが、今もなお声高

にM内まれているのは、未だ十分にそれらが実現されていな

いことを意昧するのではないでしょう力、

fr力対こ、最近では海外旅行するコ本人の数は 年同1500

/」人をhtえるようになりましたし、tul外イ1宮チト人の数も約

70万人に注します。他方、日本に住むタト国人は、140万人以

J■です。また 私たちの, 辺には、いL外年同の製品や食料

!'1カれ|れていま先 そのような人と物の交流をみていますと

「国際イロ や 「開かれた社剣 は実現されたようにみえます。

けれども、それは、■に人や物が行き来している物11的な

うわべの現象に過ぎません。

うわべの現象にのみ日を行われると 社々にして粧も大

切なものを見失ってしまう恐れがあります。10日Hnhのバンク

旅行でロマンチック街道やスイス アルプスに行ってきたか

らといって、 「に1際化J したわけでもありませんし 同じ‖]

にたくさんのケト国の人たち力抑iんでいるからといって、その

‖rが 「けJかれた1に会J になるわけでもありません.

睡1際化するべきもの ,“かれるべきものは、社会を構成

している私たち一人ひとりの 「こころJ ではないでしょうか。

形式だけの付き合いでは、外国の人たちとの真のチ,生は不H「

lLです。相手の立場に立って考える 「こころJ こそ、大りだ

と思います。相手を 「思いゃるJ 心です。おllいに 「こころJ

を開いて史単に語り合うことによって、相手を型47し、交流

を深めることが 国補や民族を越えた 「共生J を実現するこ

とになるでしょう。そのような 「Jセロ カ劫 して始めて 日司

際化J や 「,Uかれた社会J 力世 成されるものと考えます。

|ザています。

そして 本市を訪間する外国人やた住する外国人が快

適な生活ができ 安心して住めるようにするため 0 多

彩な交流の促進 0 相互理解の推進 O 魅力にあふれた
まちづくり 0 国際化推進体制の整備を基本に それそ
llについて現状と群題 今後の方向を示しています。

昭和 6 ]年

6 2

6 3

平成元年

2
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4
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生活のためやむなく己卒
尼崎市で朝鮮の人々について書かれた記録で雄も古い

ものは、今からおよそ80年前の1917年 (大正 6 ) まで逆

上りまれ この1気 朝鮮の人々の』 年市への物生カコ合まり、

市内の朝鮮人人日は42人とあ ります。

５
一

1868年 (明治元) に成立した明治維新政府は、欧米詣

国の技,iや文化を取 り入れ、近代国家への道を急いでい

ました。その頃、欧米諸国はアジアの1ま々を植民地にし

ようと争っていました力i、わが国もそれに対t売して、朝

鮮との長い友好関係を断ち切 り、武力を背景に朝鮮を支

配しようとしました。1876年 (明治 9 ) 朝鮮の開 珂

1905年 (明治38 ) に韓H (1897年国名を大tFj「帝国と改

める) の外交権を掌握、1907年 (明瀧 0) 内政権を今而

的に銚 191o年 (明治哺) に韓国を日本の領ⅢⅢこやF/・し、

朝鮮総岸府を置いたのです。

切昨総管府は、ll源を確保するため 「L地調査事業J

を行いました。日木話による中告手続きに慣れていない

農民は、これにより生活手段としての上地を奪われ小作

人になったり、さらには生活に凶寄し、生ギ舌のため統郷

を離れ日本や 「満州J などへやむなく移住せざるを得ま

せんでした。仕車は建築現場や炭坑などの厳しい付:事で、

しかも、同じ仕事でも貨全は日本人と比‐lk く抑えられ

ていました。そのため 社会J 舌において差"Uが強まり、

朝鮮人を媒べつし、差"uする意識力つ くられていったの

です。一方、朝鮮の学校では、日本語や日本の地理 歴

史が教えられるなど、日本同民となるための教育が行わ

れました。これに対して、1919年 (人正 8 ) 朝鮮の人々

は独立逆17jに立ち上がりました。

先程の朝鮮の人々の尼山十、の移住が始まった1917年と

いうのは、 「爺国ll合J 後 7 年ということになります。

その後、19 19年 (人正 8 ) から1926年 〈昭和元) にか

けての匠和国道建設工事や、1920年 (人正 9 ) から始ま

った武庄川改修工事には多 くの朝雛人労働者がた川され

ました。また、市内の大きな工/rt に.411鮮人労働千が多数

雇用されています。

1929年 (円“和 4 ) にアメリカで始まった世界恐航の波

力却 し寄せる中で、日本政府は政治的 経済的な危機を

本降合? 慎略によって乗 り切ろうとし、1931年 ('4和 6 )

満州事変を起こし、1984年 (FttR12) 中国との令而職争、

そしてついには194 1年 (昭和16年) 大平洋戦争に突入

していきました。

このようなJ対兄の下で、朝鮮人を職ⅢⅢこ協力させ よ

うと、日本語の行用や 「阜国巨民の誓詞」を行U定し唱え

させるなど、皇民化政策が進められます。そして、1940

年 (『“和15) には、朝鮮人の姓名を日本式に変えるとい

う創氏改名カミ業施されました。

一方 軍需産業の労働カイ`足を朝Fr半島の人々に求め、

最初は 「募集J 、次いで 「官持症J 、最後には朝鮮人に

も 「国民触用令J をあてはめて強制連行が行われました。

そして、炭坑や鉱山、ダム 道路の建設現場、年需工場

などで過路な労働をないられたのです。

1937年 (昭和12) の尼崎市の朝鮮人人日は6)120人、武

産村では2 057人で、大十が土木工事や■Hl役に従事してい

ました。い神年 (R宮和14年) には、軍需工場の発展に伴い、

尼崎FI で1ま約13 000人に増"「、 194】午  (Fhj和16 ) には

23 000人に上 り、兵庫県下で最も多いと言われています。

大庄村では村民の 2 割位の I万人近く力せ んでいました。

その後、大きな工場に多くの制拝人がな制的に送り込ま4L

1943年 (昭和18) の'ビ“ヽ市の朝鮮人男子は15 079人で総

人日は約 3 万人とJlt定され、1945年 (「hj和20) の終戦時

には約45,000人にも上っています。

終戦後、多 くの人々力執予卜しましたが、日本に長 く住

んでいたために、祖国に家や仕事を失った人々は、日木

に残るより仕方がありませんでした。現在、口本で暮 ら

している報国 切年結の多 くの人々は、このようにして

日本に米ざるを得なかった人々やその子孫なのです。
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「10 歳のときに母親が 1 1歳のときに食親が亡

くなつて 弟と2 人叔父されに面倒を見てもらつ

ていて 昭和軒 13 歳のとき 叔父さんの家族と

一緒に大阪に来たんですよJ と話すの よ慶尚南道

出身で現在8 0 歳の在日朝鮮大 1世の■向治さん

です。

輸馳 下の朝鮮では生活ができす 父力地 身

のときは満州や日本に一人で働きにマ予つていたそ

うです。一度故lgEに帰つてきて結婚し 再び草身

で日本に渡りました。そして 1召和6 年私が3 歳

のとき 祖母と母と3 人で食を訪ねて日本に渡つ

てきましたJ と話すのは慶尚J燈 出身で現在フ0

観う在日朝鮮人 ] 出の李武とさんです。

「小中島に住んだ最初の朝鮮大なんですよJ 。

字円治さんは昭和 10 年 1 8 歳のとき 見合いをし

結婚しました。茉の玉尚用さんは猪名川で砂利採

取の仕事をし 生活も順調だつたそうですが 昭

和 1 5 年に央車で家が続夫 してしまいました。

仲W 》D らお金や布団や食ド事物をもうつ砲

親切にしてもらって大変動かりました」

昭和18 早日= 宙割司さ馬 3 蜘熟つB 知力栄ると
り
  「1カ月逃げるから なんとか句 言しろよ」と言



過去に作られた鈎 め睦学も
洵生外国人に対して不平年であった制度は、わ力週が 「国

際人権i焼約J や 「靴民の地位に関する条約」などを締結

することに伴って法墜術が行われた結果、ほt報 消され

つつあります。

しかしながら、日常生活における在日戦国 朝鮮人に

対すると別やlF 見は体然として捕 肖されていません。在

日帖田 Fll鮮人であることが分かると就阻や結婚ができ

なくなったり、学校でいじめにあったり 民間住宅の人

居を断られたりといった様々な差別が今なおあるのが現

状です。

現在、イ1日韓国 朝鮮人の大多数が 「M 名J を使って

います。 「迪名J は そのようなと別からをL活を守るた

めの手段として使わざるを得す なかなか 「本名J を名

宋れないのが弱 人です。

民「]の■貸住宅の人はに際して、 「外国人だから」と

いうPl由だけで断られるケースもあります。これに対し

ては、 F成 5 年 6 月人
‐
t地方裁判所において、契約交渉

が相当進行し、‖主が H/J約の成立を確実なものと円j待す

る段階で、在日は同人であることを理由に宜貸マンショ

ンの入居を断った家十に対し、イ可ら合PL的な理由がない

ものとして、損害賠償の支払いを命する+U決が出されて

朝鮮人だとよ思つていなかつたんですよ」. 父親

は最初 よ渚湾労働を 続いて古釘を延ぼす仕事や

押しピンを作るft S をしていたそうです。

1召和 1 6 年には高等女学校に入学したものの

学徒動員で製薬会社瑚 E コ場こ働きに行き 勉

号自もできなかつたので学校をやめ 昭和 1 フ年に

は就職をします。

rl 中ヽ島に来たのは 口研日2 1年 1フ歳のときで

した 朝野の三葉や習慣を初めて知つ泡t ぐ9 劇 。

大阪に住んでいて空撃で焼け出され 小中島に移

り住んでいた男性と結婚します。

宇円治さんの戦後も戻つてきた小中島からスタ
ー トします。玉尚用さんは牛草で荷物を運ぶ仕事

や寮豚の仕事をしました力と 活できす そこで李

います。

また、在日韓国 朝鮮人をrlF訪する内容の差"Utt rH き

も後を断ちません。心ないごく限られた少数者による行

んではあっても、当1'印ことっては耐えがたいものであり

決して許されるものではありません。

このような差,uや偏兄は、日本の明治以来の植民地政

策により作られたものであり、岐後50年以上たった今日

でも意識するしないにかかわらす、私たちの心のⅢに根

ぬ く残っているのです。

在日韓!封 朝鮮人力`日本神:会の中で生きにくいのは、

日本社会全体の円題であり、これらの人々が 「本名J を

名乗って生きてし対するような、開かれた地F■t社会を作っ

ていく必要があるのではないでしょうか。

生

す。動めていた新FF3社をサ所ヒを勧められたことを

きつか1ナに辞めてしまい  トラックを購入し 会

社暮属の輝張葉を始めます。その運送業も また

り詔しを動められたことをきつかけにやめてしまい

ます。
一方 亨円治さん ま戦後すぐ開設訥 た民族学

校の問題に積極的に関わつていきます。 融 自身

は全く無学で 学校にも行つたことがなくてね。

子どもたちにだ サは学校にイ子かせて勉出させてや

りたかつたんですよ」。

3 6 涼か らは職業安定所を通じl■‐ 始めます。

「近所の日本人に対するメンツもあるし 子ども

1言身引退動均かると力均いそうという気長産め ら`

尼崎で よなく伊丹まで1= 事に行をましf l 。公園

▲奪R 笙さん 佑 ) の長男力糟 当するお好み焼き屋で争向治さんと

……●0 ・O O e ・O ⅢⅢ

南治さん本人が続酎の

召造を始めるものの

警察に捕まつてしまい

ます. 「自分たち家族

の生活ができないから

やっているんです。私

がやりましたつて言っ

てやりました判

李武生さんの夫の決

鍾敏さんは 結婚 した

当時は世の中の急激な

変化の中て自分の生き

方に悩んでいたそうで

の掃除や阜取り 引 受の トイレの掃除などで 自

転車で邸 S間か サて通つたそうです 阪神大震資

で怪乳をするフ8 歳まで駒き続けました。

「自分力子 どものために死に物狂いで働いてき

たので 今私の子ともたちもまたその子どもたち

のために必死で勧いていることを考えると 子ど

雛 罰こなろうとは考力とこと|コ丸 V t c , 判 。

子ども5 人 孫1フ大 顛 )い 占ヨ句勧 ヽ

現在 よ一人暑うしです。現在は怪我もお り とて

も元気に毎日を過としています。

決固致さんカモ くなつた後 李武生さんは今か

ら] 6 年前にお好み焼き屋を開店し 長男を中心

に家族4 人で営業しています。 臥 たちは自分の

体を動かしていrJ ぃと生きていけませんからね。

日本人と違つて心のゆとりがないというか 日本

人IE対 して一歩= いてしまうところがあるようで

すJ 。現在も下ごしらえをしたり 沈い場で仕事

をしたりと忙しい毎日です。

席よたちには国はあるけれど 契 事としてはな

いんですよ。生まれ故郷に よ遠しヽ親成 しかいませ

んので 受け入れてもらえないでしょうし 長年

日本に住んでいても日本社会にも受け入れてもら

つているのか剰町ですよねもこの地で一生を終え

ることは間違いないのですが J と季武生さんは

在日の立場の不安定さを語ります。

海腰を渡ってフ0 年になろうとするお二人。在

日の生活はこれからも続きます。



異なる文1ヒ

本市の外国人登録者数の推移をみてみますと、最近では特

にヴェ トナム人、日系ブラジル人など力増 加 しています。こ

れらの在付サHヨ人は、日本人と同様に仕事を持ち、教育を受け、

地域で生活 しています。

しかし 在住外国人にとって、わが回はイト
‐t や福祉、教育

■■などの多くの面で暮らしにくい社会であるとの声がF“かれます。
・
また、lf 々な而でこれらの人々の人権を守らなくてはならないとの

った私たちが 日々のな らしの場において、在住夕ヽ国人との付 き合い方を知 ら

なすまたことや、在住外H 人の存在を意 tt すに過ごしてきたこと力`ア因と考えられます。

日間 ヒカ逃 展するへ 在住外国人も、私たちと同じ 「t Fk J であるとの認識をます対つことが大切です。そして

意Fr■が、わ力刊封の社会には希薄であったのが実情です。それは、鳥国に

興 さん

(韓 国 )

好

朝鮮十鳥は日本ダ」鳥に最も近 く、大昔から深いつなが

りがあり、元をや後を、豊E 秀吉の朝鮮出兵といった2 .

3 の出来事を除いては、市代から江戸時代の終わりまで

長く友好関係を続けてきました。
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21世紀は地球人家族に

き を縄呈稽誉子桧唇を完だ篠量ををも雇Fぞ孫警責労右
信仰や文化に大きな影響を与えました。

デモ: 荏菅合:と尋讐3擢r寛ど奮懲云蓬皆急ま沓樫F岳参晶

文静話銅睡罷薔難輪ま
― 予 ―

在 日二世として生まれ育つた私 5 3 年間本当に色々

なことがありました。小学生 中学生と市立学校で学び

ました。その中で一番キ く 悲 しいのは やはり差別が

多くあつたことです。私たち外国人だけではありまし し。

日本人同士が また民族 国籍 人種 肌の色や男却 の

違いで どうして差別 いじめをするの力め かりま匂 勺.

2 1世紀を目前に世界各国は めまぐるしく様変わり

しております。隊いヽ瞳合に見られる同一通貨 言葉など

これからの世界は 共生社会が本当の地球メ壊 族となり

2 1世紀を迎えることと思われます。

尼崎市でも市民まつりや国際交流吉楽祭FtRど、国聞 ヒ

に向けて色々な行事をされていますが 民団尼崎支部

には、本当の共生 共栄を目指 した人たちの韓国学目が

あ ります。 10 0 数名の生徒たちは 社会大 学生 主

婦と色々な職業人の集まりです。その内 約7 0 名の人

は日本2 方たちで 幕国の封 ヒを知ろうと一里睡命 昼

夜と勉強を しております。次世代を担う人達が思考力

行動力が発揮できる場所を作つていただき 真の国際文

化交流を進めて欲 しいと願います。

｀ 日 E  E ロ ロ ロ コ ロ E ● ● ● 口 ● J ロ ロ ● ● ● ロ ロ ロ ●

日明貿易のため 3 港を開きます。朝鮮からの主な輸人品

は織物類で 特に木綿は当時日本では生産されていなか

ったので大ヨに輸入され、衣料など人々の生!舌様式に大

きな影響を与えました。

16世紀終わり近く、, 巨秀吉は明を御 にしようとして、

2 度もHH鮮に大年を送って攻め込みました。しかし、水

軍の市理や義兵の抵抗、明の援軍により、やがて日本年

1ま行き:i まり、テ吉カツ病死すると 兵を引きにげました。

この戦いの時に、 2 万人以上といわれる朝鮮の人々が日

本に連れてこられました。その中には、陶磁器をつ くる

陶工がいて、優れた技術が日本に1/Nえられました。, 賀

紀元前 4 世紀頃には、i に朝鮮半島から北九州に渡来

, く楽隊 田 更 剖 高筋 艦 と続 く朝常田 目葉の一行



合う社会ヘ
日本人も在住外H 人も地域社会を架 く同じ 貞としてお互

いに認め合い、異なる文化や価値観 生活様式が述って当

たり前の祝点を持って、人権を尊重し合う 「共生社会J を

目指していく必要があるのではないでしょうか。

そのためには 日本の中の私たちではな く、 世界の中の

私たちへ と意識を広げるとともに、異なる文化を持つ人々

在や呆なる価値観を認め合う心の費容さ、担口ち 「心の国際化J を

進めることが求められています。

「心の国際化J は、私たち 一人ひとりの問題です。ますお二いの足元、生

活のレベルで相手のことを知 り、双方向のコミュニケーションができるようになりたいものです。

益 さん

(朝 鮮 )

周埼市には二つの朝鮮学校があります。

朝鮮引 交では日本で生まれ吉つた在日朝鮮人子弟たち

を民族の自覚と誇 りを持ち、日本ばかりでなく国際分野

で十分活躍できる立派な朝鮮力 こ育てることを教育理念

としています.

尼崎市においては、市民の皆様方のこ支持の, と全国

で初めて 陀 崎の朝鮮学校をささえる会」 が結成され

市民の方々が民族教育を理解 し、こ支援下さつたことに

深く感謝いたしております。

昨年 2 月日本弁護士連合会が、 5 月には 「子どもの権

利条約J 害査委員会がそれぞれ在日朝鮮人教育問題につ

いて 日本政府に レ研鄭華割 として早T を勧告 しまし

た。

子どもの教育に国境はありません。私は 阪神 決臨

大震災のなかで民族と国矯を乗 り越え 被災 した朝鮮人

と日本人が三しV こ助け合つた人間愛と友好の輸を大切に

育み 真の共生 真の国際化に資献する2 1世紀にはば

たく新 しい世代を罰 戎していきたいと思つています。

1607年、徳川1家康は対馬の大名宗氏をfHj立ちに朝鮮 と

の国変回復に成功します。これから後、江戸時代の終わ

りまでの長い田 両国は対等の立場でき隣友打関係を続

けました。鎖匡に していた江戸時r にヽあって、日本にと

って朝鮮は貿易だけでなく、正式の国交を持つ唯一の国

でした。

朝鮮からの使節は通信使と呼ばれ、新将軍就任の魅賀

などを名日に1811年まで12回やってきました。少ない時
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でも300名多い時には500名にも上 り、当代一流の学者

医師 面家 書道家などを含んだ親善の使節であ り、文

化を交流する使節でもあ りました。通信使の宿には日本

人の知識人が訪れて教えを乞い、民衆とも交流するなど、

江戸ns代の日朝関係を多彩にしたばか りでなく、日本と

朝鮮の友好往来に画期的な成果をもたらしました。
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●写真上 : 市民まつリステージで辰嫉弱踊 「泉のほとり
刊 を踊る尼崎申軽 初帥 0キ瑞囲 り 生徳 の旨さん

0
~
― L H :市民まつリパレー ドで民族舞麗 臨 の知 を

踊る在日本大輯民国民剛尼崎支部の皆さん

テ
泰

力
黄

ヽ ロ ロ ロ ロ ロ ‐ ロ ロ ロ 0 口 0 日 白 ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ E B '

県の有日焼はその代表的な例です。

次のような主な内容が含まれています。

《人権意識の高揚》
0 人権意識の高場を図るため ライフステージに応じ

参加しやすい人権学習の機会の提供

O 視聴覚に訴える啓発手法や全市民に周知できる市報
などで 人権を尊重した効果的かつ寝極的な唐発

O 在住外国人との懇設 海外生活体験者の体験談発表
など多様な交流の創意工夫

《在日外国人理解と交流》
O 本市に在住する外国人は 住民であるという基本認

識に立つ

O 国などの制度の中で 等 しく役務の提供が受けられ
ない施策については 制度の改書を要望

O 制度の改善がなされていない施策については 本市
の状況を踏まえ 併せて阪神闇及び他都市の動向な
どを考慮

O 外国人を対象とした学校との文化 スポーツなど―

層の交流と国や県レベルのイベン トrJ どに参加でき
るよう関係機関へ要詰

《国際感覚の酒奮》
〇年少埼から国際理解教育など多様な機会の提供

O 国際化に向けた効果のある場づくりに配慮

《国際社会の協力》

〇国際協力に対する市民意識を高めるため 国際協力
の必要性などを認識できる曹発

○自治体独自で行える国際協力について検討

《外国人留学生 研修生に対する支援》

O 民間の協力などを得ながら宿泊樋殺の確保に努力

O 関係機関と連携を図り 受け入れ家庭の紹介制度や
支援などのほ勢づくり

人間愛と友好の輪を大切に



外国人の

9

私たちのまちは、外国人にとってまだまだ活動 しにく

い面があると言われています。

外国人カギ舌動しやすいまちづくりのための課題の第一に、

言語の問題があります。 日本語の分からない外国人市民

や海外からの来訪者がi 要な公共施設に一人で行 くこと

ができたり、交通機関が利用しやすいといったまちでな

ければなりません。そのためには、外国語表示やローマ

字のllF記 視覚的な共適デザイン マークによる表示を

促進していくことが必要です。

次に外国人にとって、必要となるのは離々な情報です。

情報がなければ毎 日の生活にも囚 ります し、急病で故急

車を呼ぶこともできません。さらには 災宮時に迅速で

的碓な行動をとるためには、事前の情報が大切です。こ

のような樟報を知|ってもらうことが、市民生活を送って

もらう上で最低限必要なことなのではないでしょうか。

このように私たちのまちを外国人の立場にたって、外

国人にとっても事 らしやす く、活動 しやす く、親しみや

すいものにしてい くこと、工Pち国際化という祖点から広

くまちづくりを見直していくことカセ要です。このことは、

地域社会の開放性を高め 活性化につながるものなので

はないでしょうか。

このようなまちづ くりは、行政だけでできるものでは

あ りません。行政と市民や企業 民間団体とが運批 しな

がら、それぞれの役割に応 じて地域 レベルで取 り組むべ

き課題です。

日本人にとってll:みやすいまちは、外国人にとっても

付みやす く、また、外国人にとって住みやすいまちは、

口木人にとっても住みやすいまちなのです。
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力にあお、れたまちづくり

次のような主な内容が含まれています。

《外国人に魅力あるまちづくり》
O 市民が姉妹都市 友好都市に親 しみが持てるよ

う 姉妹都市 友好都市にちなんだ遣路 公園

整備など

O 生活情報などの冊子の菊 子や主要道路 公共

公益施設などへの外国語表示

0 国際化に対応 した相談貯勢の整備

《交流の場となる施設》
O 交流の場と しての既f 施設の整備
O 国際化に向けた情報の収集 提供 相設 宿泊

などの機能を備えた国際交流拠点施設の誘致や

長期的視点にたった本市独自の施設の検討

,レウ ・バン ・

トアットさん
(ヴェトナム)

組国の文fとをオ世代とこ

1 9 7 5 年 4 月3 0 日にサイゴンが陥落 した後 多くの

国民が相国を捨てて 自由を求め 国を脱出せざるを得

ない状況になりました。また、このことにより 隣のラ

オス カンポジアにも政変や戦乱が起こり 多くの人々

が難民と して国外に逃れていきま した。 日本政府は

19 フ9 年にこれらのイン ドシナ難民の自 呈受け入れを決

定 したことにより 私たちは日本に日 とすることができ

たのです。

今日のように私たちが日本で0 舌をしてしヽ するのは

私たち自身の努力はもちろんのこと 日本的府をはじめ

しち しち 触 団本 イ財 必 どの 動" め つか らであ

今 多くの日本人が外国に住み 多くの外国人が日本

に住むようになつた国閣 ヒの嘲 代では 他国のことを学

んだり 交流することなどが必要となつています。私た

ちは日本語や日本社会のことをもつと勉強するとともに

祖国ヴエ トナムの却 しなどを大切に保存 し、次J モこ伝

えることが 国際交流に何か投 に立つのではないかと思

います。



やすいまちヘ

A 新たに英語と八ン功 レカ助日

わつた市役所総合案内板

い為
”

前
円 さん

( 中国)

就民レベルでの動 を

尼崎にll n で 5年以上になりました。 『主め1魂剰

という言車の深い意味を 初めて理解 したり勲 ましたり

することができました。中国語教室 中国語の通訳など

の仕事を通して 市内のさまざまれ とヽの交流を,案める

チャンスを得てきました。また 困ったときに 尼崎の

たくさム効 覗』束■ たヽだきました そういう意味で1よ

私にとっての尼崎は たいへ洵 とみやすい 剛 です。

私の経験からすると 日常宣 舌の中で 市民 レベルで

の匡略較折め帥 どと思いまあ たくさわの外国人

留学生はもつと日本や日本人のことを市民との交流で知

りrOh っヽてL 、きモ鬼 F引備 α涯国堺巨ラ司嫁淫↓ど)て,よく をンマ

とところにも 留学生や外国人が自由に利用できる仕組

みや雰囲気を 是,進 って欲 しいですb

最後に 尼崎は夕堰財候 まりやすく 活動しやすく

住みやすく 国噺 ヒの進んだ開放的なまちになるよう
一緒に頑張りましょう。
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相 談 窓 口

■人権 (入居差別等) に関わる困りごとに関すること

市役所市民福醸標 各6 4 9 9 - 0 4 0 0

相談日 :毎週火曜日年後 1時～4 時

注 !予約が必膏です (当日の年前9 時から)

■人権間圏や人権侵書に関すること

神戸地方法務局尼崎支局 む6 4 8 2 - 7 4 0 1

口宅地建物取引業者に関わる困りこと

阪神県民局建舞楽務課  容0 フ9 8 - 2 3 - フ7 B g
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